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沿   革 
（設立準備） 

明治39年 4月 衛生行政の安全を期するため学術的試験研究機関の設置を企画、その準備のかたわら市
立隔離所の医務、本市小学校教員等の身体検査業務を担当 

（設  立） 

明治39年 8月 市立大阪衛生試験所として、大阪市西区阿波堀通１丁目の大阪市役所衛生課内に創設、 
北豊吉技師が初代所長に就任 

（庁舎移転） 

明治40年 6月 大阪市西区阿波堀通3丁目32、33番地の新庁舎へ移転 

大正 5年 7月 野田康男技師が第２代所長に就任 

（所名改称） 

大正10年 4月 大阪市立衛生試験所に改称 

大正11年 3月 藤原九十郎技師が第３代所長に就任 

（庁舎移転） 

大正12年 9月 大阪市北区北扇町38番地の新庁舎へ移転 

（機構改革） 

大正13年 2月 機構の一部を改革（試験部、調査部、相談部、庶務部） 

（機構改革） 

昭和 3年 6月 機構の一部を改革（庶務部、都市衛生研究部、栄養研究部、医学検査部、化学検査部） 

（創立25周年記念式典） 

昭和 6年11月 創立25周年にあたり、關 一市長、白川朋吉市会議長等臨席のもと記念式典を挙行 

昭和10年 5月 藤原九十郎所長大阪市理事・大阪市保健部長を命ぜられ所長兼務 

昭和11年 1月 下田吉人技師が第４代所長に就任 

（機構改革） 

昭和11年 4月 機構の一部を改革（庶務部、指導部、医学検査部、化学検査部、研究部） 

（創立30周年記念式典） 

昭和11年11月 創立30周年にあたり、坂間棟治市長、川畑清蔵市会議長等臨席のもと記念式典を挙行 

（機構改革） 

昭和13年 5月 機構の一部を改革（庶務部、医学検査部、化学検査部、都市衛生研究部、産業衛生研究部、

家事衛生研究部） 

（所名改称） 

昭和17年 6月 大阪市立生活科学研究所に改称（庶務課、栄養課、環境課、水質課、体質課、検査課、指導課） 

（庁舎増設） 

昭和18年 1月 本館東側に木造建物を増築 

（創立40周年記念式典） 

昭和21年11月 創立40周年にあたり、中井光次市長、土田伊右衛門市会議長等臨席のもと記念式典を挙行 

昭和21年11月 茶珍俊夫技師が理事に任ぜられ第５代所長に就任 
（大阪生活科学研究会設立） 
昭和23年 4月 大阪生活科学研究会設立、会長に茶珍俊夫所長が就任 

（附設栄養学院の設置） 

昭和24年 4月 昭和22年栄養士法の制定により附設栄養学院を開校 

（改名改称） 

昭和25年 9月 大阪市立予防衛生研究所及び市立防疫所の検査業務を統合して大阪市立衛生研究所に改
称（事務長(庶務係、経理係、事業係)、細菌病理部(細菌室、衛生動物室、病理室)、環境衛生部(環境室、

水質室)、食品栄養部(食品衛生室、栄養室)、衛生化学部(化学室、製薬室)、附設栄養学院） 

（機構改革） 

昭和27年 4月  機構の一部を改革（事務長(庶務係、事業係)、細菌病理部(細菌室、衛生動物室、病理室)、環

境衛生部(環境室、水質室)、食品栄養部(食品衛生室、栄養室)、衛生化学部(化学室、製薬室)、
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附設栄養学院） 

（保健文化賞の受賞） 

昭和31年 9月 厚生大臣から第8回保健文化賞を受賞 

（創立50周年記念式典） 

昭和31年11月 創立50周年にあたり、中井光次市長、浅野藤太郎市会議長等臨席のもと記念式典を挙行 
（大阪生活衛生協会設立） 
昭和32年 3月 大阪生活科学研究会発展的解消 
昭和32年 5月 大阪生活衛生協会設立、藤原九十郎所長（第３代）が初代会長に就任 
（機構改革） 

昭和33年11月  機構の一部を改革（事務長(庶務係、事業係)、細菌病理部(細菌室、病理室)、環境衛生部(環

境室、水質室)、食品栄養部(食品衛生室、製品検査室、栄養室)、衛生化学部(化学室、製薬室)、

附設栄養学院） 

昭和34年 8月 岡原國男研究員が第６代所長に就任 

昭和34年 8月 本市学校給食材料の検査業務開始 

（機構改革） 

昭和37年 2月 機構改革（部制から課制へ）（庶務課(庶務係、事業係)、微生物課、環境医学課、衛生工学課、

食品栄養課、衛生化学課、附設栄養学院） 

昭和39年 3月 日本育英会奨励金返還特別免除規定に基づく研究施設に指定 

昭和39年 7月 中山信正衛生局予防課長が第７代所長に就任 

（創立60周年記念式典） 

昭和41年10月 創立60周年にあたり、中馬 肇市長、大西保三郎市会議長等臨席のもと記念式典を挙行 

昭和44年 4月 大森玄洞研究員が第８代所長に就任 

（機構改革） 

昭和47年 4月 機構の一部を改革（庶務課(庶務係、事業係)、微生物課、環境医学課、衛生工学課、水質課、

食品栄養課、衛生化学課、附設栄養学院） 

昭和49年 4月 大和田國夫大阪市立大学医学部教授が兼務で第９代所長に就任 

（庁舎移転・所名改称） 

昭和49年12月 大阪市天王寺区東上町21番地の新庁舎へ移転、大阪市立環境科学研究所と改称（庶務課

(庶務係、事業係)、微生物課、環境医学課、衛生工学課、水質環境課、食品栄養課、衛生化学

課、分析技術課、附設栄養学院） 

（附設栄養学院庁舎竣工） 

昭和51年 8月 大阪市天王寺区東上町21番地研究所敷地内に竣工 

（創立70周年記念式典） 

昭和51年11月 創立70周年にあたり、大島 靖市長、山下喜一市会議長等臨席のもと記念式典を挙行 

昭和51年12月 栄養学院が文部省令による専修学校専門課程として認可 

（附設栄養学院改称） 

昭和52年 4月 大阪市立環境科学研究所附設栄養専門学校に改称 

昭和53年 4月 長谷 廣環境保健局長が首席医務監兼務で第10代所長に就任 

昭和54年 6月 松宮 斌環境保健局環境部長が第11代所長に就任 

昭和54年10月 附設栄養専門学校創立30周年記念式典を挙行 

昭和57年 3月 保川圭司環境保健局長が兼務で第12代所長に就任 

昭和57年 4月 堀田毅研究員が第13代所長に就任 

（機構改革） 

昭和57年 4月 大阪市行政機構改革の見直しによる機構改革（庶務課(庶務係、事業係)、環境分析課、環境医

学課、環境工学課、ウィルス課、細菌課、食品栄養課、衛生化学課、附設栄養専門学校） 
（大阪生活衛生協会法人認可） 
昭和57年 4月 大阪生活衛生協会が法人認可され、社団法人大阪生活衛生協会と名称変更 

（科学研究費補助金取扱研究機関） 

昭和57年11月 文部大臣から科学研究費補助金取扱研究機関として指定 

昭和60年 4月 矢橋弘嗣環境保健局保健部長が第14代所長に就任 



総 説 

‐ 3 ‐ 

（創立80周年記念式典） 

昭和60年11月 創立80周年にあたり、大島 靖市長、足高克巳市会議長等臨席のもと記念式典を挙行 

昭和62年 4月 大伴清馬桃山市民病院長兼桃山病院長が第15代所長に就任 

（機構改革） 

昭和63年 4月 大阪市行政機構改革の見直しによる機構改革（庶務課(庶務係)、企画調整課、環境分析課、

衛生分析課、環境工学課、保健疫学課、生活衛生課、附設栄養専門学校） 

平成元年 4月 長濱萬藏城北市民病院副院長が第16代所長に就任 

平成 6年 4月 赤尾 滿環境保健局医務監兼総合医療センター感染症センター部長が第17代所長に就任 

（創立90周年記念祝賀会） 

平成 8年11月 創立90周年にあたり、記念祝賀会を挙行 

平成11年 4月 杉田隆博環境保健局医務監兼都島保健所長が第18代所長に就任 

（機構改革） 

平成13年 4月 大阪市行政機構改革の見直しによる機構改革（庶務課、企画調整課、微生物保健課、食品

保健課、大気環境課、水環境課、環境資源課、附設栄養専門学校） 

平成14年 4月 中澤秀夫健康福祉局医務監兼大阪市保健所長、市立保健専門学校長が第19代所長に就任 

（特定保健用食品等にかかる登録試験機関） 

平成16年 3月 健康増進法に規定する許可試験を行う機関として登録。 

平成16年 4月 中尾昌弘健康福祉局医務監兼北区保健福祉センター医務保健長が第20代所長に就任 

平成18年 4月 田窪良行健康福祉局医務監兼城東区保健福祉センター医務保健長が第21代所長に就任 

（創立100周年記念式典） 

平成18年10月 創立100周年にあたり、關 淳一市長、坂井良和市会議長等臨席のもと、（社）大阪生活衛生
協会創立50周年とともに記念式典を挙行 

平成19年 3月   「大阪市立環境科学研究所の今後のあり方について」 大阪市立環境科学研究所運営形
態検討委員会報告  

平成19年10月   「大阪市立環境科学研究所事業分析」公表  

平成20年 4月   大阪府立公衆衛生研究所との間で議論されていた機能集約（合築）については見送り、府
市双方が機能強化を図る観点から積極的に事業連携を推進していくこととなった。（大阪府
知事と大阪市長との意見交換会(第1回)） 

平成21年 3月   大阪市立環境科学研究所外部評価委員会報告 

平成21年 3月   環境科学研究所中期計画の策定 

（機構改革） 

平成21年 4月 機構の一部を改革（総務担当、企画担当、微生物保健担当、食品保健担当、都市環境担当、

附設栄養専門学校） 

平成23年 3月   社団法人大阪生活衛生協会解散 

（機構改革） 

平成23年 4月 組織改正による「課制」の導入（管理課(管理グループ)、調査研究課(企画グループ、微生物保

健グループ、食品保健グループ、都市環境グループ)、附設栄養専門学校） 

平成23年 4月 引石文夫保健所東部保健医療監兼中央区保健福祉センター医務主幹が第22代所長に就任 

 

 

 



平成22年度大阪市立環境科学研究所報告 事業年報 

  ‐ 4 ‐

 組織と主な業務内容   (平成23.4.1現在)  

 

 

 
 

職  員  配  置  
                             所 員 配 置 表                 (平成23.6.1現在) 
           

職 種 

 名 称 
医 師 事務職員 研 究 員 薬 剤 師 栄 養 士 技能職員 再任用職員 嘱託職員 計 

所 長 ・副 所 長 2        2 

管理課 管理G   11    3 1  15 
調
査
研
究
課 

企 画 G   5 1  10 3 2(*1) 21 

微生物保健G   11     2 13 

食 品 保 健 G   17     2 19 

都 市 環 境 G   20     1 21 

栄養専門学校  1 1  1   2(*2) 5 

計 2 12 54 1 1 13 4 11 96 
*1:  うち司書 1 名、*2:  学校長及び栄養士各 1 名 

管 理 課 

調査研究課 

所 長 

副所長 

管理グループ 

研究・検査等の受付、料金の収納及び成績書の発行。施設利用に係る申請の受付及び許可。
その他庶務一般業務。 

企画グループ 

研究所業務の企画。所内及び関係部局との連絡調整。健康、環境に係るデータの収集・解析・

提供。広報活動、施設見学の調整と図書室の公開等。 
 

食品中の添加物、残留農薬、アレルギー物質、遺伝子組み換え食品などの調査、食品の異物

苦情などの原因究明、食品用容器包装や生活用品に含まれる有害物質の調査、医薬品の試験、

特定保健用食品等の許可試験。 
 

食中毒及び感染症発生時における原因究明及び感染拡大予防のための行政検査。感染症の
分子疫学的調査研究。感染症発生動向調査。 

排ガスによる大気汚染について、実態把握や汚染現象解明及び汚染抑制対策に関する研究。

一般環境及び住居内の室内環境・労働環境における有害化学物質などの調査。 

水質、底質汚染、微量化学物質の測定手法の開発や実態解明。飲料水検査、工場排水、最終

処分場排水等の処理技術の開発。水辺環境の現況調査及び干潟等の生物生息空間の創造手

法の開発。衛生動物の抑制、管理手法の開発。 

循環型社会の形成に向け、廃棄物有効利用、リサイクル等を促進するための技術やシステムの

開発研究。ごみの処理時における環境汚染物質の排出低減、廃棄物の無害化・安定化等につい

ての研究等。 
 

2 年制・栄養士養成の専門学校。 

微生物保健グループ 

食品保健グループ 

都市環境グループ 

附設栄養専門学校 
（H23.3.31まで）

総務担当

企画担当

微生物保健担当

食品保健担当

所　長

副所長

附設栄養専門学校

都市環境担当
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予    算 

歳入・歳出予算決算の概要 

年 度 
  平成 22 年度当初予算 平成 22 年度決算 平成 23 年度当初予算 

科 目  

 歳    入 
 

                円              円                円  

第 １ 部 
 

 
 

  
 

  
 

  

環境科学研究所費  295,800,000   248,858,716   275,652,000   

 使用料 
 

 2,681,000   950,769   1,929,000   

 手数料 
 

 283,117,000   241,139,860   272,431,000   

 国庫支出金 
 

 8,827,000   5,011,000   0   

 財産売却代 
 

 5,000   0   5,000   

 諸収入 
 

 1,170,000   1,757,087   1,287,000   

栄養専門学校費  47,581,000   42,867,300   47,581,000   

 使用料 
 

 37,506,000   35,898,600   37,506,000   

 手数料 
 

 10,075,000   6,968,700   10,075,000   

第 ２ 部 
 

 
 

  
 

  
 

  

環境科学研究所整備費  110,000,000   6,639,500   264,000,000   

 国庫支出金 
 

 0   339,500   0   

 寄付金 
 

 0   6,300,000   24,000,000   

 起債 
 

 10,000,000   
 

  240,000,000   

 基金   100,000,000         

 歳    出               

第 １ 部 
 

 
 

  
 

  
 

  

環境科学研究所費  308,037,000   258,682,987   285,444,000   

 報酬 
 

 15,640,000   28,109,994   18,311,000   

 賃金 
 

 2,967,000   5,969,472   5,011,000   

 報償費 
 

 181,000   182,301   291,000   

 旅費 
 

 2,899,000   2,456,306   3,280,000   

 需用費 
 

 188,246,000   145,885,726   170,412,000   

 役務費 
 

 4,121,000   3,144,330   4,194,000   

 委託料 
 

 63,848,000   47,348,230   53,598,000   

 使用料及賃借料 
 

 27,599,000   23,455,403   27,756,000   

 備品購入費 
 

 2,387,000   1,662,861   2,387,000   

 負担金補助及交付金 
 

 144,000   398,146   144,000   

 補償補填及賠償金 
 

 5,000   70,218   10,000   

 公課費 
 

 0   0   50,000   

栄養専門学校費  21,354,000   19,244,460   20,402,000   

第 ２ 部 
 

 
 

  
 

  
 

  

環境科学研究所整備費  168,843,000   158,990,180   350,852,000   

 需用費 
 

 0   6,300,000   0   

 委託料 
 

 139,725,000   111,986,300   314,600,000   

 使用料及び賃借料 
 

 4,968,000   4,363,380   4,364,000   

 工事請負費 
 

 0   9,996,000   0   

 備品購入費   24,150,000   26,344,500   31,888,000   
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平成22年度整備事業 
 

１ 庁 舎 改 修        17,484,075 円 

外壁改修工事 

給水設備工事実施設計 

ガス設備工事 

 

２ 備 品 整 備              37,007,880 円 
備品修繕          6,300,000 円 

○図書室可動書棚修繕         

リース           4,363,380 円 

○食品・環境対策用         

液体クロマトグラフ質量分析計     1 

主要購入機器        26,344,500 円 

（食品・環境対策用）        

誘導結合プラズマ質量分析装置    1 

（衛生対策用）         

高圧蒸気滅菌器      1 

スマートダイリュータツインポンプセット    1 

薬用冷蔵冷凍庫      1 

冷凍庫       2 

ロータリー式エバポレーター一式    1 

ホモジナイザー      1 

（環境対策用）         

炭素分析計（反射光補正式）     1    

積分球式濁度計一式      1    

    

 

３ 耐 震 改 修         4,244,310 円 

耐震改修実施設計        

 

４ 人にやさしい街づくり           453,915 円 

整備実施設計        

 

５ 自己資金型 ESCO 事業              99,800,000 円 
ESCO事業エネルギーサービス業務費 
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施     設 
 

本所は、総事業費21億1百万余円をもって、市内天王寺区東上町に新築されたものであり、昭和47年11月着

工し、同49年12月に竣工した。また、栄養専門学校舎については、総事業費１億円をもって、51年3月に着工し、

同8月に竣工した。各建物の規模ならびに庁舎配置は次のとおりである。 

■規  模 

 

 

 

 

 

 

 

 

■庁舎配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本館案内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

敷 地 面 積   5,471.08m2 

庁 舎  延面積 9,549.49m2 

本 館 
鉄骨鉄筋コンクリート造 
地下１階地上９階建 

建面積 
延面積 

1,022.22m2 
8,533.64m2 

共 用 理 化 学 棟 鉄筋コンクリート造・平家建 
建面積 
延面積 

268.89m2 
268.89m2 

プ ラ ン ト 実 験 棟 鉄骨造・２階建 
建面積 
延面積 

75.00m2 
150.00m2 

車 庫 鉄骨造・平家建 
建面積 
延面積 

78.92m2 
78.92m2 

栄養専門学校舎 鉄骨造・２階建 
建面積 
延面積 

294.84m2 
518.04m2 

凡 例 

建 物 

歩 道 

グリーンベルト 

N 

裏 
 

門 

危 険 物 
倉 庫 

ごみ置場 

正 
 

門 

車

庫

プ ラ ン ト

実 験 棟

栄養学校校舎 

本 

館 

玄 

関 

11,625 

18,000 

36,933 

11,733 

2
3
,0

0
0 

4
1
,7

0
0 

5
9
,0

7
0 

9
,0

0
0 

1
0
,9

5
0 

15,250 

大気汚染 
観 測 室 

か び 
実験室 

動 物 
飼育室 

 

機 械 室 ・ 電 気 室 ・ 倉 庫 
ガ ス ボ ン ベ 室 
発 電 機 室 

有機機器室･無機機器
室・超微量化学分析室 

共用生物実験室･電顕室 

微生物保健G実験室 微生物保健G事務室･実験室 

食品保健G実験室 食品保健G実験室 

都市環境G実験室 動物舎・食品保健G実験室 

所長室・副所長室・応接室 
管理課・企画 G 事務室 

図書室・小会議室・大会議室 

都市環境G実験室 

都市環境G実験室 

都市環境G実験室 

都市環境 G 実験室 

食品保健 G・都市環境 G 事務室 
共用微生物実験室 
共 用 化 学 実 験 室 

EV 

B 1 

1 F 

3 F 

4 F 

5 F 

6 F 

7 F 

8 F 

9 F 

2 F 

EV 

EV 

EV 

EV 

EV 

EV 

EV 
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諸 規 程 
 
Ａ 大阪市立環境科学研究所条例 

制   定 昭和49年11月11日 条例第76号 
最近改正 平成16年 3月29日 条例第30号 

 (設置) 

第1条 本市に環境科学研究所（以下「本所」とい

う。）を設置し、その名称及び位置は、次のとおりと

する。 

名称 大阪市立環境科学研究所 

位置 大阪市天王寺区東上町8番34号 

(目的及び業務) 

第2条 本所は、生活環境の保全を図り、もって健康

の維持及び増進並びに公衆衛生の向上に寄与

することを目的とし、次に掲げる業務を処理する。 

(1) 調査及び研究 

ア 環境保全に関する調査及び研究 

イ 食生活及び家庭用品の安全性及び改善に

関する調査及び研究 

ウ 疾病の予防及び疫学に関する調査及び研究 

エ その他環境科学に関する調査及び研究 

(2) 試験、検査及び鑑定 

ア 空気、水、土壌等に関する試験、検査及び

鑑定 

イ 食品衛生及び食品の成分に関する試験、

検査及び鑑定 

ウ 家庭用品に関する試験、検査及び鑑定 

エ 毒性に関する試験、検査及び鑑定 

オ 微生物及び血清に関する試験、検査及び

鑑定 

カ その他環境科学に関する試験、検査及び

鑑定 

(3) 研修及び指導 

ア 本市関係職員等に対する環境科学に関す

る技術的研修及び指導 

イ 環境科学に関する試験検査施設に対する

技術的指導 

(4) 情報の解析及び提供 

ア 試験及び検査に関する情報の収集及び解析 

イ 環境科学に関する情報の提供 

ウ その他環境科学に関する文献及び資料の

収集及び解析 

(依頼) 

第3条 本市住民及び本市に事務所を有する法人、

組合その他の団体（以下「本市住民及び法人等」

という。）は、本所に前条第1号及び第2号に規定

する事項について調査、研究、試験、検査、鑑定

を依頼することができる。 

2 市長が特別の事情があると認めるときは、前項以

外の者に対しても、前項に掲げる事項の依頼に応

ずることがある。 

(手数料) 

第4条 前条の規定により依頼しようとする者は、次

に掲げる金額の範囲内で市長が定める額の手数

料を納付しなければならない。 

(1) 調査又は研究 1件 100,000円 

(2) 試験、検査又は鑑定 1件 180,000円 

2  特殊な設備又は過大な費用若しくは手数を要

するため前項各号の規定により難い場合の手数

料については、その都度市長が定める。 

3  前条の規定により依頼をした者が当該依頼事項

に係る証明書の交付を請求するときは、1通につ

き1,000円以内で市長が定める額の手数料を納付

しなければならない。 

(施設の使用及び使用料) 

第5条 市長は、適当と認める者に対し、研究室その

他の施設を使用させることができる。 

2  前項の規定により施設の使用を認められた者

（以下「使用者」という。）は、次の範囲内で市長が

定める使用料を納付しなければならない。 

(1) 研究室 1月 33,000円 

(2) その他の施設 1回 7,300円 

3  使用者が会費その他これに類する料金を徴収

するときは、前項に定める金額の10割増の範囲内

において市長が定める使用料を納付しなければ

ならない。 

4  設備の使用について特別の材料又は費用を要

する場合は、第2項に定める金額のほか、実費を

徴収する。 

(本市住民及び法人等以外の者の手数料等) 

第6条 本市住民及び法人等以外の者が、第3条第

2項に基づく依頼又は第5条第1項の施設の使用

を認められたときは、第4条の規定に基づく手数

料又は第5条第2項及び第3項に基づく使用料の

3割増の範囲内において市長が定める手数料又

は使用料を納付しなければならない。ただし、市

長が特別の事由があると認めるときは、この限りで

ない。 
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(手数料等の納付) 

第7条 手数料及び使用料は、前納しなければなら

ない。ただし、市長が特別の事由があると認めると

きは、この限りでない。 

(手数料の減免) 

第8条 市長が特別の事由があると認めるときは、手

数料又は使用料を減免することができる。 

(手数料等の還付) 

第9条 既納の手数料又は使用料は、還付しない。

ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、

この限りでない。 

(図書の閲覧) 

第10条 本所所蔵の図書は、本所の業務に支障のな

い限り、公衆の閲覧に供する。 

(賠償責任等) 

第11条 設備の使用者その他入所者が、建物、設備

その他の物件をき損し、又は滅失したときは、市長

の定めるところにより、これを原状に回復し、又は

その損害を賠償しなければならない。 

2  使用者は、使用中に生じた一切の事故につい

て、その責を負わなければならない。 

3  本所の設備の使用により、又はこの条例に基づ

く処分により生じた損害については、本市は特別

の事由がある場合を除くほか、その責を負わな

い。 

(施行の細目) 

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市

長が定める。 

－附則(略)－ 

 
 
Ｂ 大阪市立環境科学研究所規則 

制   定 昭和49年12月2日 規則第129号   
最近改正 平成16年3月31日 規則第54号の2 

 (趣旨) 

第1条 この規則は、大阪市立環境科学研究所条例

（昭和49年大阪市条例第76号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

(業務時間) 

第2条 大阪市立環境科学研究所（以下「本所」とい

う。）の業務時間は、午前9時15分から午後5時30

分までとする。ただし、時宜により変更することがあ

る。 

(休館日) 

第3条 本所の休館日は、次のとおりとする。ただし、

時宜により変更し、又は臨時休館することがあ

る。 

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法

律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

(2) 12月29日から翌年1月3日まで 

(依頼) 

第4条 条例第3条の規定による依頼は、所定の依

頼書により、行わなければならない。 

2  前項の依頼があつた場合において、やむを得

ない事由により調査、研究、試験、検査、鑑定（以

下「調査、試験等」という。）を行うことができないと

き、又は行う必要がないと認められるときは、依頼

に応じないことがある。 

(手数料) 

第5条 条例第4条第1項の規定による手数料は、次

のとおりとする。 

(1) 調査又は研究 

1件100,000円以内で実費を勘案して依頼の

都度市長が定める額 

(2) 試験、検査又は鑑定 

ア 医学的試験又は検査 

1件200円以上180,000円以下の範囲内で

実費を勘案して市長が定める額 

イ 理化学的試験又は検査 

1件700円以上180,000円以下の範囲内で

実費を勘案して市長が定める額 

ウ 動物試験、ア及びイ以外の試験若しくは検

査又は鑑定 

1件180,000円以内で実費を勘案して依頼

の都度市長が定める額 

2  条例第4条第3項の規定による手数料は、証明

書1通につき250円以上1,000円以下の範囲内で

実費を勘案して請求の都度市長が定める額とす

る。 

(提出資料の取扱い) 

第6条 調査、試験等のため提出された資料は、還

付しない。ただし、特別の事由があると認めるとき

は、この限りでない。 

(広告物等への名義使用) 

第7条 依頼者は、本所が行った調査、試験等の結

果について、本所の試験済、検査済その他これに

類する文字を広告物、印刷物等に使用する場合

は、あらかじめ市長の承認を得なければならな

い。 

(施設の使用許可申請) 

第8条 条例第5条第1項の規定により、施設の使
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用許可を受けようとする者は、所定の申請書に

次の事項を記入して市長に申請しなければなら

ない。 

(1) 使用する施設名 

(2) 使用の目的及び方法 

(3) 使用期間 

(4) 使用人員 

(5) その他市長が指定する事項 

2  前項の規定により申請した事項を変更しようとす

るときは、あらかじめ市長の承認を得なければなら

ない。 

(使用の制限) 

第9条 次の各号の1に該当するときは、施設の使用

を許可せず、又は許可を取り消し若しくは使用を

停止することがある。 

(1) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると

き 

(2) 本所の秩序を乱すおそれがあるとき 

(3) 条例及びこの規則の規定に違反するとき 

(4) 管理上必要な指示に従わないとき 

(5) その他市長が管理上支障があると認めるとき 

(使用料) 

第10条 条例第5条第2項の規定による使用料は、次

のとおりとする。 

(1) 研究室 1月 33,000円 

(2) その他の施設 

大会議室   午前1回 5,500円 

午後1回 7,300円 

小会議室   午前1回 2,800円 

午後1回 3,600円 

2  条例第5条第3項の規定による使用料は、前項

に定める金額の10割増とする。 

3  条例第5条第4項の規定により徴収する材料又

は費用の実費は、使用の都度市長が定める。 

(本市住民及び法人等以外の者の手数料等) 

第11条 条例第6条の規定による手数料又は使用料

は、第5条に定める手数料及び条例第4条第2項

に基づき市長が定める手数料並びに前条第1項

及び第2項に定める使用料の3割増とする。 

(手数料等の後納) 

第12条 市長は、次の各号の1に該当するときは、手

数料又は使用料を後納させることができる。 

(1) 調査、試験等をした後でなければ、金額を算

定し難いとき 

(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の依頼

又は使用によるとき 

(3) その他市長が特に必要と認めるとき 

(手数料等の減免) 

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、手数料又は使用料を減免することができる。 

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による

保護を受けている者が、医学的試験、検査そ

の他保健衛生に関する試験、検査を依頼する

とき 

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき 

2  市長は、前項の規定により手数料又は使用料

の減免を受けようとする者に対して、その居住地

の区長又は保健福祉センター所長の証明書を提

出させることができる。 

(手数料等の還付) 

第14条 市長は、次の各号の1に該当するときは、既

納の手数料又は使用料の全部又は一部を還付す

ることができる。 

(1) 本所の都合により依頼事項を処理できないと

き、又は処理しようとする前に依頼者が依頼を

撤回し、若しくは変更を願い出た場合において

市長が相当の理由があると認めるとき 

(2) 施設の使用許可を受けた者が、使用開始前

に許可の撤回又は変更を願い出た場合におい

て、市長が相当の理由があると認めるとき 

(3) 災害、工事その他やむを得ない事由により施

設の使用が不能となったとき 

(4) その他市長が特別の事由があると認めるとき 

(研究員) 

第15条 研究室の使用者が研究員を置こうとするとき

は、市長の承認を得なければならない。 

2  市長は、前項の研究員を不適当と認めるときは、

その承認を取り消すことができる。 

(本所員の指示) 

第16条 施設の使用者及び研究員は、本所員の指

示に従わなければならない。 

(施行の細目) 

第17条 この規則の施行について必要な事項は、所

長が健康福祉局長に協議の上定める。 

－附則(略)－ 

 

 

Ｃ 大阪市立環境科学研究所事務分掌規則 

 制  定 昭和37年2月1日  規則第7号  
 最近改正 平成23年3月29日 規則第33号 

（所長等） 

第１条 環境科学研究所（以下「所」という。）に所長
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を置く。 

２ 所に副所長を置くことがある。 

３ 所長及び副所長は、本市職員のうちから市長が

命ずる。 

第２条 所長は、上司の命を受けて所の事務を掌理

し、所属員を指揮監督する。 

２ 副所長は所長を補佐し、所の事務を整理し、所属

員を指揮監督する。 

３ 副所長は、所長に事故があるとき又は所長が欠け

たときは、所長の職務を行う。 

（内部組織等） 

第３条 所に次の課を置く。 

管 理 課 

調査研究課 

２ 所に栄養専門学校を置く。 

（事務分掌） 

第４条 課の事務分掌は、次のとおりとする。 

管 理 課 

(1) 使用料及び手数料の徴収に関すること 

(2) 他の課の主管に属しないこと 

調査研究課 

(1) 試験、検査、調査及び研究等の企画及び連

絡調整に関すること 

(2) 研修及び指導の立案に関すること 

(3) 病原微生物の感染機構の解析、感染症予防

の基礎的研究並びに感染症の病因及び疫学

に関すること 

(4) 生活環境における微生物及び都市環境にお

ける病原微生物に関すること 

(5) 食品衛生に係る試験、検査及び調査に関す

ること 

(6) 食品の調理、加工、貯蔵等に関すること 

(7) 食品の成分に係る生体生理の試験、調査及

び研究に関すること 

(8) 生活用品及び医薬品の試験、検査及び調査

に関すること 

(9) 大気質、水質及び底質の調査、分析及び環

境汚染防止に関すること 

(10) 労働衛生の試験、検査及び調査に関すること 

(11) 室内環境の試験、検査及び調査に関すること 

(12) 飲料水等の各種用水の試験、検査及び調

査に関すること 

(13) 下水、排水等の処理技術、廃棄物等の処理

技術及び循環資源の再生利 

用に係る技術の研究に関すること 

(14) 放射能に関すること 

(15) 生物の生態及び生息環境の調査に関する

こと 

(16) 土壌の調査、分析及び環境汚染防止に関

すること 

(17) 臭気に関すること 

２ 栄養専門学校の事務分掌は、次のとおりとする。 

(1) 栄養士の養成に関すること 

（職の設置等） 

第５条 課に課長を置く。 

２ 別表に定めるところにより、所に担当課長を置く。 

３ 栄養専門学校に学校長を置く。 

４ 前３項に定めるもののほか、所に医務主幹、保健

主幹、研究主幹、医務副主幹、保健副主幹又は

研究副主幹、課に課長代理、副参事、担当係長、

主査又は研究主任、栄養専門学校に担当係長

を置くことがある。 

５ 担当課長は、その職名に冠された事務を専管す

るほか、所長が定める事務を専管する。 

６ 課長、担当課長、医務主幹、保健主幹、研究主

幹、課長代理、医務副主幹、保健副主幹、研究

副主幹、副参事、担当係長、主査及び研究主任

は、本市職員のうちから市長が命ずる。 

７ 学校長は、学識経験者その他市長が適当と認め

る者のうちから、市長が委嘱する。 

第６条 担当課長、学校長、医務主幹、保健主幹、

研究主幹、担当課長代理、事務長、医務副主幹、

保健副主幹、研究副主幹、担当係長、主査及び

研究主任は、おのおの上司の命を受けて所管の

事務を処理し、所属員を指揮監督する。 

２ 医務主幹、保健主幹、研究主幹、医務副主幹、

保健副主幹、研究副主幹、担当係長、主査及び

研究主任の事務分担並びに担当係長、主査及

び研究主任以上を除く所属員の配置及び事務

分担は、所長が定める。 

（宿直員） 

第７条 所長は、必要な宿直員を置かなければなら

ない。 

－附則(略)－ 

 
別表（第５条関係） 

微生物保健担当課長 

食品保健担当課長 

都市環境担当課長 

環境調査担当課長 
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Ｄ  手数料・使用料金細目表 
手  数  料 

Ⅰ 医学的試験検査 

 １ 医学微生物試験検査      200～52,000円 

 ２ 食品等の微生物試験検査 2,500～180,000円 

 ３ 労働衛生試験検査         200～9,000円 

Ⅱ 理化学的試験検査 

 １ 水質・底質試験検査      700～100,000円 

 ２ 廃棄物試験検査         2,500～60,000円 

 ３ 環境衛生試験検査      1,000～60,000円 

 ４ 食品の試験検査        1,000～173,000円 

 ５ 容器包装・家庭用品の試験検査 

                          2,500～47,000円 

 ６ 食品添加物規格試験検査   3,000～20,000円 

 ７ 医療品試験検査       3,000～50,000円 

Ⅲ 特定保健用食品の許可試験    172,000円 

   ＊特別用途食品の試験手数料については、各

試験項目の手数料を積み上げた額とする。 

Ⅳ 毒性試験（実費を基準としてその都度定める） 

Ⅴ 証 明 

 １ 検査成績書謄本          250 ～ 920円 

使  用  料 

 １ 研究室         １月          33,000円 

 ２ 小会議室      午前１回        2,800円 

                  午後１回        3,600円 

 ３ 大会議室      午前１回        5,500円 

                  午後１回        7,300円 

     (注) 使用者が、会費その他これに類する料金

を徴収するときは、それぞれ倍額の料金とす

る。 

 
 
Ｅ 大阪市立栄養専門学校条例 

制  定 昭和39年3月19日 条例第49号 
最近改正 平成21年3月30日 条例第33号 

(設置) 

第1条 本市に栄養士の養成施設を設置し、その名

称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 大阪市立環境科学研究所附設栄養専門学校 

位置 大阪市天王寺区東上町8番34号 

(目的) 

第2条 大阪市立環境科学研究所附設栄養専門

学校(以下学校という。)は、栄養士として必要な

知識、技能及び教養を修得させることを目的と

する。 

(学生の定員) 

第3条 学校の学生の定員は、各学年につき50名以

内で市規則で定める。 

(修業年限) 

第4条 修業年限は、2年とする。 

(入学資格) 

第5条 学校に入学することのできる者は、高等学校

卒業者又はこれと同等以上の学力を有する者と

する。 

(授業料等) 

第6条 学校の入学検定料、入学料及び授業料(以

下「授業料等」という。)の額は、次のとおりとする。 

(1) 入学検定料 17,000円 

(2) 入学料 

ア 本市の区域内に住所を有する者及びその子 

133,200円 

イ アに定める者以外の者 205,100円 

(3) 授業料 年額 535,800円 

(授業料等の納付) 

第7条 授業料等は、市規則で定める方法により納

付しなければならない。 

2 市長は、災害その他特別の事由があると認めると

きは、本人の申請により授業料等を分納させるこ

とができる。 

(入学料及び授業料の減免) 

第8条 休学者に対しては授業料を免除する。ただ

し、休学した日の前日又は復学した日の属する

学期の授業料については、この限りでない。 

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対

して入学料又は授業料を減免することができる。 

(1) 災害その他特別の事由により入学料又は授業

料を納付することが困難な者 

(2) 前号に定める者のほか、市長が特別の事由が

あると認める者 

3 前項の規定により入学料又は授業料の減免を受

けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、

減免を取り消すことがある。 

(1) 修業の途中で授業料の減免の理由がなくなっ

たとき 

(2) 減免申請理由に虚偽の事実があることが判明

したとき 

4 前項第2号の規定により入学料又は授業料の減

免を取り消された者は、入学料又は授業料の減

免分を一括して学校長の定める期日までに納め

なければならない。 

(授業料等の還付) 

第9条 既納の授業料等は、還付しない。 
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(施行の細目) 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規

則で定める。 

－附則(略)－ 

 

 

Ｆ 大阪市立栄養専門学校学則 

制  定 昭和39年４月１日 規則第68号  
最近改正 平成21年3月30日 規則第73号  

(趣旨) 

第1条 大阪市立栄養専門学校条例(昭和39年大阪

市条例第49号。以下「条例」という。)に基づく大

阪市立環境科学研究所附設栄養専門学校(以下

「学校」という。)の管理及び運営については、この

規則の定めるところによる。 

(課程、学科及び学生定員) 

第2条 学校の課程、学科及び条例第3条の規定に

よる学生定員は、次のとおりとする。 

課程 学科 
学生定員(全日制) 

入学定員 総定員 

栄養士専門課程 栄養士科 ３５名 ７０名 

(修業年限及び在学年限) 

第2条の2 学生の修業年限は、2年とする。 

2 在学年限は、3年とする。 

(学年及び学期) 

第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終

わる。 

2 学年は、次の2学期に分ける。 

前学期 4月1日から9月30日まで 

後学期 10月1日から翌年3月31日まで 

(休業日) 

第4条 休業日は、次のとおりとする。 

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第

178号)に規定する休日 

(2) 日曜日及び土曜日 

(3) 春季休業 3月25日から4月1日まで 

(4) 夏季休業 8月1日から8月31日まで 

(5) 冬季休業 12月23日から翌年1月7日まで 

2 学校長が必要と認めるときは、前項に定める休業

日を変更し、又は臨時に休業日を定めることがで

きる。 

(学科目、単位数及び履修方法) 

第5条 学科目、単位数及び履修方法は、別表のと

おりとする。ただし、学校長が必要と認めるときは、

別表に定める学科目以外の学科目を加えること

ができる。 

2 各学年に割り当てる学科目及び単位数は、学校

長が定める。 

(入学の願い出) 

第6条 入学志願者は、次に掲げる書類を、条例第6

条第1号の入学検定料(以下「入学検定料」とい

う。)とともに、指定の期日までに学校長に提出し

なければならない。 

(1) 入学願書 

(2) 入学資格を証明する書類(高等学校卒業証明

書又は卒業見込証明書等) 

(3) 出身学校長作成の調査書 

(4) その他学校長が必要と認める書類 

(入学試験) 

第7条 入学志願者には、次に掲げる試験を行う。 

(1) 学科試験 

(2) 面接試験 

2 合格者の決定は、入学試験及び調査書により学

校長が行う。 

(入学料及び授業料の納付等) 

第8条 条例第6条第2号の入学料(以下「入学料」と

いう。)は、学校長が指定する期日までに納付しな

ければならない。 

2 条例第6条第3号の授業料(以下「授業料」とい

う。)は、前学期分及び後学期分として、それぞれ

同号に定める額の2分の1に相当する額を次の期

日までに納付しなければならない。 

前学期分 4月30日 

後学期分 10月31日 

3 条例第7条第2項の規定により入学検定料、入

学料若しくは授業料の分納の申請をしようとす

る者、条例第8条第1項の規定により授業料の

免除を受けようとする休学者又は同条第2項の

規定により入学料若しくは授業料の減免を受け

ようとする者は、別記様式の申請書にその理由

を証する文書を添えて学校長に提出しなけれ

ばならない。 

(誓約書) 

第9条 入学を許可された者は、入学許可の日から

10日以内に、所定の誓約書を、保証人2名連署

のうえ、学校長に提出しなければならない。 

2 前項の保証人は、独立の生計を営む者であつて、

そのうち1名は、原則として本市又は本市近郊の

居住者でその責務に堪えるものでなければなら

ない。 

3 学校長は、第1項の期日を過ぎても誓約書の提

出がないときは、入学の許可を取り消すことがで
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きる。 

4 第1項の保証人に変更があつた場合には、直ち

に学校長に届け出なければならない。 

(休学) 

第10条 学生が病気その他やむを得ない理由がある

ときは、学校長の許可を得て1年以内の休学をす

ることができる。 

2 休学の許可を受けた者は、その理由がなくなつた

ときは、学校長の許可を受けて復学することがで

きる。 

3 復学の許可を受けた者は、休学当時の所属学年

に復学するものとする。 

(退学) 

第11条 学生がやむを得ない理由により退学しようと

するときは、その理由を詳記し、保証人と連署の

うえ、学校長に願い出なければならない。 

2 前項の規定により退学した者が保証人連署のう

え復学を願い出たときは、退学当時の所属学年

以下の学年に限つて復学を許可することがある。

ただし、復学の願出は、退学の日から2年以内

に限る。 

(除籍) 

第12条 学校長は、次の各号の1に該当する者を除

籍することができる。 

(1) 第2条の2第2項に規定する在学年限を超えた者 

(2) 休学期間終了後なお就学できない者 

(3) 授業料を納付しない者 

(4) 病気その他の事故により成業の見込みのない者 

(5) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第3条各号

の1に該当する者 

(表彰) 

第13条 人物優秀で学力優等の学生は、これを表彰

することがある。 

(懲戒) 

第14条 学校長が教育上必要と認めるときは、学生

に懲戒を加えることがある。 

2 懲戒は、戒告、停学及び退学とする。 

3 次の各号の1に該当する者には、前項に規定す

る退学を命ずることがある。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

(3) 正当な理由がなく出席状況が良くない者 

(4) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分

に反した者 

(学習の評価) 

第15条 学習の評価は、学科試験の成績、実習成績

及び出席状況等により行う。 

2 前項の成績の評価は、各学科目ごとに100点を満

点とし、それぞれ60点以上を合格点とする。 

3 学科試験は、各学科目について学期末試験又は

必要に応じて臨時試験を行う。 

4 60点未満の学科目が3科目以内の者に限り、そ

の学科目の再試験を受けることができる。 

5 試験に欠席した者でその理由が正当であると認

める者は、追試験を受けることができる。 

(進学及び卒業) 

第16条 所属学年所定の単位を取得した者で所属

学年における欠席日数が出席すべき日数の3分

の1以内のものについては、学校長は、進学又は

卒業を認める。 

2 前項の規定にかかわらず、所属学年における欠

席日数が出席すべき日数の3分の1以内の者で

あつても、学科目ごとに学校長が定める授業時

間数に満たない者は、補習を受けなければ進級

又は卒業することができない。 

3 学校長は、卒業を認められた者に、卒業証書を

授与する。 

(職員) 

第17条 学校に学校長、講師その他必要な職員を置

く。 

2 講師は、市職員の中から市長が命じ、又は委嘱

する。ただし、市長が必要と認めるときは、市職員

以外の者に講師を委嘱することができる。 

(施行細目) 

第18条 この規則の施行について必要な事項は、学

校長が定める。 

－附則(略)－ 
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別表(第５条関係) 

学科目、単位数及び履修方法 
基

礎

分

野 

一般教育科目 8 単位   

コンピューター入門 1 単位 演習 

社会学 1 単位 講義 

食料経済 1 単位 講義 

化学Ⅰ 1 単位 講義 

化学Ⅱ 1 単位 講義 

生物 1 単位 講義 

統計学 1 単位 講義 

心理学 1 単位 講義 

外国語科目 3 単位   

英語 2 単位 講義 

科学英語 1 単位 講義 

保健体育科目 1 単位   

体育実技 1 単位 実技 

専

門

分

野 

社会生活と健康 4 単位   

公衆衛生学 1 単位 講義 

衛生統計・行政 1 単位 講義 

母性衛生 1 単位 講義 

社会福祉 1 単位 講義 

人体の構造と機能 10 単位   

解剖生理学 1 単位 講義 

解剖生理学実験 1 単位 実験 

病理学 1 単位 講義 

運動生理学 1 単位 講義 

生化学Ⅰ 1 単位 講義 

生化学Ⅱ 1 単位 講義 

生化学実験 1 単位 実験 

健康管理概論 1 単位 講義 

疫学疾病Ⅰ 1 単位 講義 

疫学疾病Ⅱ 1 単位 講義 

食品と衛生 9 単位   

食品学総論Ⅰ 1 単位 講義 

食品学総論Ⅱ 1 単位 講義 

食品学各論 1 単位 講義 

食品学実験 1 単位 実験 

食品加工学 1 単位 講義 

食品加工学実習 1 単位 実習 

食品衛生学 1 単位 講義 

食品衛生学実験 1 単位 実験 

食品衛生対策 1 単位 講義 

栄養と健康 12 単位   

基礎栄養学Ⅰ 1 単位 講義 

基礎栄養学Ⅱ 1 単位 講義 

応用栄養学Ⅰ 1 単位 講義 

応用栄養学Ⅱ 1 単位 講義 

応用栄養学Ⅲ 1 単位 講義 

栄養学実習 1 単位 実習 

臨床栄養学Ⅰ 1 単位 講義 

臨床栄養学Ⅱ 1 単位 講義 

臨床栄養学Ⅲ 1 単位 講義 

臨床栄養学実習 1 単位 実習 

臨床栄養校外実習 2 単位 実習 

栄養の指導 8 単位   

栄養教育論Ⅰ 1 単位 講義 

栄養教育論Ⅱ 1 単位 講義 

公衆栄養学Ⅰ 1 単位 講義 

公衆栄養学Ⅱ 1 単位 講義 

公衆栄養校外実習 1 単位 実習 

栄養指導演習 2 単位 演習 

数理統計実習 1 単位 実習 

給食の運営 9 単位   

調理理論 1 単位 講義 

調理科学 1 単位 講義 

調理実習 3 単位 実習 

給食管理 1 単位 講義 

給食管理実習 1 単位 実習 

給食管理校外実習 1 単位 実習 

給食経営学 1 単位 講義 

特別研究 4 単位 実習 

備考 単位数の計算については、次のとおりとする。 

 (1) 講義及び演習については、20時間の授業を

もつて１単位とする。 

 (2) 実験、実習及び実技については、45時間の

授業をもつて１単位とする。 

 
－様式(第8条関係)－（略） 
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事 業 統 計 
 

平成22年度各担当別取扱件数 
 

担
当
別 

種別 
検 査 

総件数 
収入金額 

一般 

（市民･企業等） 

大阪市関係 
無 

料 

健康福祉局 環境局 その他 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

総
務 

謄 本 11 3,350 11 3,350            

 
 

小 計 11 3,350 11 3,350              

微
生
物
保
健 

ウイルス分離同定等検査  1,227 8,589,000     1,227 8,589,000          

電 子 顕 微 鏡 検 査 17 102,000     17 102,000          

その他 ウイルス検 査 927 11,064,880     927 11,064,880          

微 生 物 保 健 検 査 1,524 16,687,220 4 24,800 1,520 16,662,420          

微 生 物 保 健 調 査 3 4,000,000     3 4,000,000          

ウイルス血清抗体等検査                        

そ の 他 臨 床 検 査                        

腸 管 系 細 菌 検 査 1,520 1,387,540

サルモネラ               

190 198,580            78
腸管出血性大腸菌               

198 206,900 452 603,880        78
赤 痢               

284 222,620 10 10,400        78
チフス・パラチフス A                

125 133,120              
そ の 他               

27 12,040              

食 品 細 菌 検 査 863 2,723,300 2 9,000 755 2,245,500    106 468,800  

そ の 他 細 菌 検 査  162 634,750     162 634,750          

殺 菌 効 力 試 験 等                       

細 菌 学 的 調 査 1 300,000     1 300,000          

抗 ＨＩＶ抗 体 検 査 他 172 980,040     172 980,040          

寄 生 虫 学 的 調 査 1 300,000     1 300,000          

か  び  検  査  26 1,308,000 22 1,222,500 3 37,500    1 48,000  

小 計 6,443 48,076,730 852 2,029,560 5,250 45,530,370    107 516,800 234

食
品
保
健 

食 品 検 査 1,753 75,377,200     1,746 75,298,000    7 79,200  

食 品 調 査 1 300,000     1 300,000          

生 活 用 品 検 査 363 8,502,150     188 3,279,750    175 5,222,400  

生 活 用 品 調 査 1 300,000     1 300,000          

医 薬 品 検 査 4 480,000     4 480,000          

医 薬 品 調 査 1 700,000     1 700,000          

毒 性 検 査                       

毒 性 調 査                       

特定保健用食品検査 10 1,720,000 10 1,720,000              

小 計 2,133 87,379,350 10 1,720,000 1,941 80,357,750    182 5,301,600  
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担
当
別 

種別 
検 査 

総件数
収入金額 

一般 

（市民･企業等） 

大阪市関係 
無 

料 

健康福祉局 環境局 その他 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

都
市
環
境 

大 気 検 査 1,787 12,073,150 67 379,650 89 821,200 1,624 10,740,300 7 132,000   

計 測 技 術                      

大 気 環 境 調 査 3 1,780,000         1 1,080,000 2 700,000   

労 働 調 査 258 750,380 10 52,200 234 667,760    14 30,420   

吹付材･建材アスベスト検査 36 1,504,000 19 812,000 7 288,000 1 20,000 9 384,000   

衛 生 微 生 物 調 査                      

変 異 原 性 試 験                      

飲 料 水 適 否 検 査 315 2,368,000 181 1,378,000 134 990,000          

理 化 学 検 査 87 249,000 87 249,000              

細 菌 検 査 7 43,000 7 43,000          

氷 雪 検 査 等  22  27,500     22  27,500          

法に基づく水質検査 47 406,000 47 406,000              

給水装置直結器具一般試験                      

河海水工場排水水質試験 1,738 22,870,300 78 192,000 1,658 22,561,500 2 116,800   

河海水飲料水水質調査 12 48,846,800 4 7,434,800     4 29,450,000 4 11,962,000   

計 測 調 査                      

衛 生 動 物 検 査 53 800,000 53 800,000              

衛 生 動 物 調 査 2 650,000     1 300,000 1 350,000       

廃 棄 物 関 係 検 査 20 327,000     18 279,000    2 48,000   

廃 棄 物 関 係 調 査 6 8,860,900 2 417,000 1 60,000 3 8,383,900       

その他処理施設調査 1 865,600 1 865,600              

土 壌 環 境 検 査                      

土 壌 環 境 調 査  1  60,000  1  60,000              

悪 臭 ･ ガ ス 調 査 2 3,258,800         1 2,188,000 1 1,070,800   

小 計 4,396 105,680,430 557 13,089,250 505 3,373,460 3,293 74,773,700 41 14,444,020   

合  計 12,983 241,139,860 1,430 16,842,160 7,696 129,261,580 3,293 74,773,700 330 20,262,420 234 
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平成22年度衛生検査                   (平成22年4月～平成23年3月) 

  

依 頼 に よ る も の 
依頼に 
よらない 

もの 住 民 保 健 所 
保健所以外
の行政機関 

その他（医療
機関、学校、
事業所等） 

（１） （２） （３） （４） （５） 

結

核 

分 離 ･ 同 定 ･ 検 出 (01)       

核 酸 検 査 (02)           

化 学 療 法 剤 に対 する耐 性 検 査 (03)           

性
病 

梅 毒 (04)           

そ の 他 (05)           
ウ
イ
ル
ス
・
リ
ケ
ッ
チ
ア
等
検
査 

分 離･同
定 ･検出 

ウ イ ル ス (06)   1,237       

リ ケ ッ チ ア (07)  1        

クラミジア・マイコプラズマ (08)           

抗 体 検 査 

ウ イ ル ス (09)           

リ ケ ッ チ ア (10)           

クラミジア・マイコプラズマ (11)           

病 原 微 生 物 の 動 物 試 験 (12)           
原
虫･

寄
生
虫
等 

原 虫 (13)     2  22  

寄 生 虫 (14)           

そ 族 ・ 節 足 動 物 (15)          

真 菌 ・ そ の 他 (16)           

食

中

毒 

病原微生
物 検 査

細 菌 (17)     1,067      

ウ イ ル ス (18)    393     

核 酸 検 査  (19)      50     

理 化 学 的 検 査 (20)           

動 物 を 用 い る 検 査 (21)          

そ の 他 (22)          

臨

床

検

査 

血 液 検 査 （ 血 液 一 般 検 査 ） (23)           

血 清 等 
検 査 

エ イ ズ ( H I V ) 検 査 (24)   172        

HBs 抗 原 ､抗 体 検 査 (25)           

そ の 他 (26)           

生 化 学 
検 査 

先 天 性代 謝 異 常 検査 (27)           

そ の 他 (28)           

尿 検 査 

尿 一 般 (29)           

神 経 芽 細 胞 腫 (30)           

そ の 他 (31)           

アレルギー検査（抗原検査・抗体検査） (32)           

そ の 他 (33)           

食
品
等
検
査 

微 生 物 学 的 検 査 (34)  1   788  99    

理化学的検査（残留農薬・食品添加物等） (35)     1,375  174   

動 物 を 用 い る 検 査 (36)     10      

そ の 他 (37)    294     
（
上
記
以
外
）
細
菌
検
査 

分 離 ･ 同 定 ･ 検 出 (38) 335  1,406 234 492    

核 酸 検 査 (39)           

抗 体 検 査 (40)           

化 学 療 法 剤 に対 する耐 性 検 査 (41)          

医
薬
品･

家
庭
用
品
等
検
査 

医 薬 品 (42)   4   

医 薬 部 外 品 (43)           

化 粧 品 (44)           

医 療 用 具 (45)           

毒 劇 物 (46)           

家 庭 用 品 (47)     188      

そ の 他 (48)     23      

栄 養 関 係 検 査 (49)      55 17    
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（衛生行政報告例第14表にもとづく分類） 

  

依 頼 に よ る も の 
依頼に 
よらない 

もの 住 民 保 健 所 
保健所以外
の行政機関 

その他（医療
機関、学校、
事業所等) 

（１） （２） （３） （４） （５） 

水
道
等
水
質
検
査 

水道原水 

細 菌 学 的 検 査 (50)           

理 化 学 的 検 査 (51)     1   3   

生 物 学 的 検 査 (52)           

飲用水 
細 菌 学 的 検 査 (53) 5    1 99    

理 化 学 的 検 査 (54)   134 67    

利用水等 細 菌 学 的 検 査 (55)   47  26    

（プール水等を含む） 理 化 学 的 検 査 (56)    1   41   

廃
棄
物
関
係
検
査 

一般 
廃棄物 

細 菌 学 的 検 査 (57)           

理 化 学 的 検 査 (58)         

生 物 学 的 検 査 (59)           

産業 
廃棄物 

細 菌 学 的 検 査 (60)           

理 化 学 的 検 査 (61)     20 1   

生 物 学 的 検 査 (62)           

環

境

・
公

害

関

係

検

査 

大気検査 

S O 2 ･ N O 2 ･ O X 等 (63)         

浮 遊 粒 子 状 物 質 (64) 1    220  12   

降 下 煤 塵  (65)     372    

有害化学物質･重金属等 (66)  3    2    

酸 性 雨 (67)           

そ の 他 (68)     6      

水質検査 

公 共 用 水 域 (69)     1,709      

工 場 ･事 業 場 排 水  (70)     1 74    

浄 化 槽 放 流 水 (71)           

そ の 他 (72)     2  89   

騒 音 ･ 振 動 (73)                     

悪 臭 検 査 (74)           

土 壌 ･ 底 質 検 査 (75)    1   

環境生物
検査 

藻類･ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ･魚介類 (76)       

その他 (77)   1    

一 般 室 内 環 境 (78)       

そ の 他 (79) 8  1,441 90   

放
射
能 

環境試料（雨水・空気・土壌等） (80)       

食 品 (81)       

そ の 他 (82)           

温 泉 （ 鉱 泉 ） 泉 質 検 査 (83)           

そ の 他 (84)  2 8 45   

 

 

 


